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１．2024 年度夏季手当及び精勤手当（夏季支給分）に社員一律「基準内賃金の 

1.0 ヶ月分」を 追加支給すること。  

２．2024 年度夏季手当 1.0 ヶ月の追加支給は、2024 年６月 26 日（水）を支給

日とすること。  


